第2号様式
超音波発生装置（猫よけ器）貸出票
　　　　　　　　　　市・町・村　
１　貸出品：猫よけ器　　　台（No.　　　　　No.　　　　　No.　　　　　）
２　貸出期間：　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
誓約内容
１　猫よけ器の目的外使用はしません。
２　使用場所は、申請市町村が認める猫よけ器使用者の管理敷地内で行い、それ以外の私有地、公道等では使用させません。
３　猫よけ器の使用に際しては、申請市町村が認める猫よけ器使用者の責任において使用・保管・管理させます。
４　猫よけ器をき損、破損又は汚損及び紛失したときは、同等の商品をもって賠償します。
５　猫よけ器の使用期間中に事故、ケガ等により被った被害、又は第三者に対して与えた損害に対し、奈良県郡山保健所に一切の責任を問いません。
６　貸出期間満了日までに、猫よけ器を返納します。
